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入  札  条  件 

 

１．競争入札の資格 

   森林管理局長から、競争参加資格確認通知書の交付を受けた者でなければ入札に参加で

きません。 

 

２．資格認定 

（１）入札参加者は、競争参加資格確認通知書あるいは、最寄りの森林管理署長等発行の入札

参加資格証明書を持参のうえ、受付に提示し確認を受けてください。 

（２）入札者が、代理人によるときは委任状を提出し、代理人本人であることを証明する資料

（運転免許証など）を提示しなければなりません。 

   また、入札執行場所に入場できる者は、１社につき入札者及び随行者の２名以内としま

す。 

 

３．暴力団排除に関する誓約事項 

（１）入札参加者は、別紙３「暴力団排除に関する誓約事項」について、入札書の提出をもっ

てこれに同意したものとします。 

（２）前述の暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた

者の入札については無効とします。 

 

４．売払物件の熟覧 

  入札参加者は、公売物件の明細書及び現場を熟覧のうえ、入札してください。 

 

５．入札の方法 

（１）入札は売払番号毎に総額入札で行います。 

（２）入札書には、売払番号、入札金額、森林管理署等名、入札者名、入札年月日を記載し、

入札締切時刻前に入札箱に入れてください。 

（３）いったん入札箱に入れた入札書は引換え、変更又は取消しをすることができません。 

（４）開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があ

っても受理しません。 

 

６．落札の決定 

（１）開札は、指定した場所及び日時に入札者の前面で行い、予定価格以上の最高入札者を落

札者とします。ただし、同金額の最高入札者が２名以上のときは、直ちに「くじ」で落札

者を決めます。 

（２）開札結果、予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しません。 

   また、どのような理由によっても落札を無効にすることはできません。 

 

７．入札保証金 

   免除します。ただし、落札者が契約を結ばないときは、入札金額（入札書に記載された

金額の１００分の１１０に相当する金額）の１００分の５に相当する金額を違約金として
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徴収します。 

   また、違約金を森林管理署長等が指定する日まで納入しないときは、違約金を納入する

までの間、競争参加資格を停止し、あるいは将来この資格を付与しないことがあります。 

 

８．契約保証金 

   免除します。ただし、買受人が契約を履行せずに契約を解除した場合は、契約代金の１

００分の１０に相当する金額を違約金として徴収します。 

   なお、上記違約金を納入しないときは、競争参加資格の取消、又は入札参加資格確認通

知書を交付しないことがあります。 

 

９．無効な入札 

（１）競争参加不適格者が入札したもの。 

（２）入札参加資格のない者、又は入札参加資格者として確認できない者の入札したもの。 

（３）汚染、損傷、又は記入もれ等により売払番号、入札金額、入札者名を確認できないもの。 

（４）自筆署名（本人が署名したものは押印がなくてもよい）、又は記名（本人が自筆署名せず

他人が書いたり、ゴム印等で氏名を表示したもの）押印いずれも無いもの。 

（５）単価で入札したもの。 

（６）代理人が入札する場合で、委任状の提出が無いもの及び入札書に代理人の自筆署名又は

記名押印のいずれか無いもの。 

（７）入札金額を訂正した入札。 

（８）郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達し

なかったとき。 

（９）入札保証金（その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。）が定められた日時ま

でに納付が無いか、又は納付金額に不足があるとき。ただし、入札保証金の納付を免除し

た場合を除く。 

（１０）同一事項の入札について、同一人が２通以上投函した入札又は入札者若しくはその代

理人が他の入札者の代理をした入札。 

（１１）その他入札条件に違反した入札書。（入札公告や入札説明書に記載された条件。） 

 

１０．契約の成立 

   契約は、契約書を作成し、契約担当官が契約の相手方とともに記名押印したときに成立

します。 

 

１１．契約書案 

   契約書案は、当森林管理支署に備えておりますので閲覧ください。 

 

１２．入札書用紙 

   入札書の用紙は、最寄りの森林管理署又は当日入札場の受付から受け取ってください。 

 

１３．入札額は、当該物件の消費税を除いた金額を記載してください。 

 

１４．入札に際し、消費税を加算して入札した場合は、たとえ入札書にこのことを明記してい

たとしても、また、このことに気付き開札以前に訂正、又は取消の申し出があっても、当
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該入札書は前項によって入札したものと見なし、訂正、取消等は認めません。 

 

１５．落札及び契約の金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税１０％を加算した

金額となります。 

   この場合、消費税の積算における円未満の端数処理は、切り捨てとします。 

 

１６．入札に当たり、入札保証金を必要とする場合は、入札予定金額（消費税を除く金額）に

該当金額の消費税１０％を加算した金額の５％以上の保証金、又は当該保証金以上の担保

の提供を要します。 

 

１７．契約締結以降当該契約において、特に契約書等において金額が明記されているものを除

き、当該契約に係る違約金、延滞金等、率で評されるものについては、全て消費税が加算

された契約額が対象となります。 


